
 建設業「安全の見える化」推進重点期間 
 

  
 

平成2８年12月1日から 
    平成2９年1月３１日まで 

 「 安 全 の 見 え る 化 」 と は 日 頃 取 り 組 ん で い る 安 全活 動 や職場 に ひ そ む 危 険 な ど を 目 に 見 え る 形 に し て 、 効 果的 に 災 害 防止 を 推
進 す る 取 組 で す 。 「 見 え る 化 」 す る こ と に よ り 、 労 働 者 の安 全意識 が高 ま り 、 安 全 活 動 の 活性化 の効 果が 期 待で き ま す 。  

安全帯使用の見える化 （墜落・転落災害防止） 

段差の見える化 （転倒災害防止） 

神奈川労働局・各労働基準監督署  

安全通路の見える化 （安全通路の確保・明示） 立入禁止区域の見える化 

作業内容の見える化 

関係者以外の立入禁止を大
型表示し 、立入禁止理由が
型枠支保工の解体作業中で
ある こ と も明示される 。  

通路はカラーコーン 、 コ ーンバーで区分するだけでな く 、
通路床部分に緑色のマ ッ ト を設置し 、作業通路である
こ と を明示している 。マ ッ ト は滑 り止めの役割もある 。  

現場内で行うガス溶接等作
業を表示し 、他の業務を行
う作業者に対して注意喚起
をしている 。  

安全帯のフ ッ クに赤色
の蛍光マーカーをし 、安
全帯の使用状況を職長
等から見て判る よ う に し
ている 。  

現場内で作業員の目に
付 く場所に 、その現場の
写真と イ ラ ス トで安全帯
のフ ッ クを掛ける範囲を
示している 。  

床面の段差について壁側
面に表示をし 、段差箇所
（上面と側面 ） に黄色の蛍
光色のラ インを引き 、分か
りやす く している 。  

床面の段差箇所床面に 「段
差よいか！段差よ し！ 」 と
「 足元注意！！ 」の表示をし 、
指差呼称をしてから通行す
る よ う に している 。  

ハーネス型安全帯の使用の推奨 


